
高知県雇用対策本部設置要綱の一部改正

新旧対照表

新 旧

高知県雇用対策本部設置要綱

(趣旨)

第１条 雇用情勢に応じた施策を効果的かつ円滑に進めるため、高知

県雇用対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）雇用に関する施策の調整と推進に関すること。

（２）～（３） （省略）

附 則

この要綱は、令和６年２月１３日から施行する。

高知県雇用対策本部設置要綱

（趣旨）

第１条 厳しい雇用情勢等に対処し、働く場の確保・創出を効果的か

つ円滑に進めるため、高知県雇用対策本部（以下「対策本部」とい

う。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）働く場の確保・創出に資する施策の調整と推進に関すること。

（２）～（３） （省略）

資料３


